
利益相反委員会内規 

（名称）  

第１条 この委員会は、日本肝胆膵外科学会利益相反委員会（以下「委員会」）という。  

（適用）  

第２条 委員会は、日本肝胆膵外科学会（以下「本会」）定款第 25 条及び定款細則第 1号第 8 条に定められたことのほかは、 

この内規によって運営する。   

（目的）  

第３条 委員会は、肝胆膵外科学研究及び肝胆膵外科医療における利益相反に関する業務を所管し、本会が会員等の利益相反状態

を適切に管理することにより、研究結果の発表及びそれらの普及・啓発を中立性と公明性を維持した状態で適正に推進さ

せ、肝胆膵外科疾患の予防・診断・治療の進歩に貢献することを目的とする。  

（業務）  

第４条 委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。  

（１）肝胆膵外科学及び肝胆膵外科医療における利益相反に関する調査並びに研究  

（２）前号の調査及び研究に基づく肝胆膵外科学並びに肝胆膵外科医療における利益相反の適正な管理に資する 

総合的な方策の立案と実施  

（３）その他前条の目的を達するために必要な事項  

（構成等）  

第５条 委員会は、委員長（担当理事）、副委員長及び委員をもって構成する。  

２  委員長（担当理事）は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。  

３  副委員長は、委員長（担当理事）を補佐し、委員長（担当理事）に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。  

４  委員は、委員長（担当理事）、副委員長とともに委員会を組織し、委員会の業務を執行する。  

５  委員長（担当理事）は、委員会の審議に必要と認めるものをオブザーバーとして参加させることができる。 

（招集等）   

第６条  委員会は、会議の目的とする事項を示して、委員長（担当理事）が招集する。  

   ２  委員会の議長は、委員長（担当理事）とする。 

（定足数等）  

第７条 委員会は、委員会構成員現在数の過半数が出席しなければ開会することができない。 

ただし、当該議事について文書をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。  

（議決等） 

第８条 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

２ 委員が、委員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる 

委員の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の委員会の決議が 

あったものとみなす。 

（倫理規範）  

第９条 委員長（担当理事）、副委員長及び委員は、本会倫理規範を遵守するとともに、自らの利益相反状態を開示する。  

２ 委員長（担当理事）、副委員長または委員に深刻な利益相反状態が認められた場合は、その適格性につき、委員会及び理事    

  会で協議、判断するものとする。  

３ 委員長（担当理事）、副委員長及び委員に法律・会則違反又は倫理規範違反、もしくは重大な虚偽が認められた場合は、 

本会会員の懲戒に関する規則に基づき懲戒処分を受ける。  

（秘密保持） 

第１０条 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。 

２  委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏えいしてはならない。 

（内規の変更）  

第１１条 この内規は、本会規約委員会との協議並びに委員会の議決を経て、理事会の承認を受け、 

変更することができる。  

（附則）  

この内規は、2012 年 5 月 31日から施行する。  

この内規は、2012 年 11 月 30日より一部改正の上、施行する。 

この内規は、2013 年 11 月 23日から一部改正の上、施行する。 

この内規は、2014 年 11 月 20日から一部改正の上、施行する。 

この内規は、2015 年 6 月 11日から一部改正の上、施行する。 

この内規は、2019 年 4 月 19日から一部改正の上、施行する。 

この内規は、2020 年 7 月 6 日から一部改正の上、施行する 


